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1. 電子納品に関する手引き（案）の位置付け

本書の目的

「北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【業務編】電気通信設備」（以下、「手

引き【業務編】」といいます。）は、北海道開発局で実施する業務において、北海道開発局での

独自の運用や留意すべき事項等を示したものです。

本書（手引き【業務編】）に記載がない項目については、最新の国土交通省・農林水産省の各

要領・基準類をご参照ください。

なお、工事の電子納品にあたっては、別途、「北海道開発局における電子納品等に関する手引

き（案）【工事編】電気通信設備」（以下、「手引き【工事編】」といいます。）をご参照ください。

各事業の要領・基準等の入手先

各要領・基準類の関連情報の入手については、下記の電子納品に関するページを参照してく

ださい。

■国土交通省「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」

http://www.cals-ed.go.jp/

※令和 6 年 5 月時点の各要領を参照してください。

問い合わせ先

電子納品に関する問い合わせがある場合は、事前に国土交通省の Web サイトを確認してく

ださい。

Web サイト Q&A ページ

http://www.cals-ed.go.jp/inq_qanda/

電子納品ヘルプデスク

http://www.cals-ed.go.jp/inq_helpdesk/

また、北海道開発局の独自運用部分に関する問い合わせ先は、次のとおりです。

北海道開発局事業振興部技術管理課 技術開発スタッフ（開発局独自部分）

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/ud49g700000032dg.html
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2. 事前協議

電子納品に必要な協議を行うため、「着手時協議チェックシート」（別紙 1-1）を活用し、次

の事項について監督職員と受注者で事前協議し決定します。

ｱ）工事施工中の情報交換・共有方法（ASP の活用）

ｲ）電子納品対象書類（地質調査の実施等）

ｳ）納品方法（オンライン電子納品・電子媒体による納品）

ｴ）施設情報の登録の登録内容（施設コード、施設名称、測地系、緯度経度、平面直角座標）

ｵ）その他の事項

・ 北海道独自運用等の書類について二重納品防止の協議

・ 電子媒体に記録されるフォルダ構成と各電子ファイルが入るフォルダのチェック

（納品・提出されるデータの一覧は、それぞれのデータが入るフォルダ・サブフォ

ルダの構成順に掲載されています）

開発局の事前協議チェックシートは、以下のページからダウンロードします。

■北海道開発局の「電子納品の手引き」

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/ud49g7000000il7t.html

（別紙 1-1～1-2 業務協議等チェックシート【国土交通省】）
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3. 電子成果品の作成と納品

電子成果品の作成と納品

3-1-1 業務番号の記載

「業務番号」は、発注者側の契約担当職員、調査員に確認してください。

3-1-2 電子媒体の表記（電子媒体で納品する場合）

電子媒体の盤面は以下の通りとしてください。

図 3-1 電子媒体への表記例

電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子

媒体や使用機器への悪影響を鑑みて、禁止しています。

ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、表面に損傷

を与えないように留意します。なお、発注者署名欄および受注者署名欄には、印鑑は使用し

ないでください。

発注者署名欄には主任調査員が、受注者署名欄には管理技術者が署名を行います。

業務番号：○○○○○○ 枚目/全体枚数

業務名称：令和○年度 ○○○○○○○業務

令和○年○月

発注者：北海道開発局○○○○○○○事務所
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○
ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：○○○○○○○

受注者署名欄発注者署名欄

発注者（主任
調査員）署名

受注者（管理
技術者）署名

西暦年度
（４桁）

部局コード
（２桁）

設計番号
（４桁）
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3-1-3 電子成果の修正と電子媒体納品書（電子媒体で納品する場合）

ア）電子媒体の内容の原本性を証明するために、別に定める様式(電子媒体納品書)に署名

の上、電子媒体と共に提出すること。

イ）検査時に検査職員から電子成果品の軽微な修正指示があった場合は以下によること。

・ 電子成果品を修正する場合には、修正内容を書面で整理しておくこと。

・ 修正を行った電子ファイル及び電子成果品のウイルスチェックの日付は、実際に作

業を行った年月日とする。

・ 「電子媒体納品書」には検査職員の指示事項や再提出月日等を記載しておくこと。

・ 軽微な修正とは、『誤字・脱字、表記等』の成果の品質に影響を及ぼさない『簡易に

修正できる軽微なミス』を修正することをいう。

図 3-2 電子成果品修正時の修正内容整理例
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図 3-3 電子媒体納品書（例）
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4. 検査前の協議

発注者が電子成果に対して「紙に出力した印刷物」による検査が必要であると判断した場合

は、発注者自らが印刷物を用意し、受注者への強要することのないよう十分留意してください。

協議の結果、受注者が印刷物を用意する場合

① 受注者が社内の審査・照査に用いた図面・書類を用いるのか

② 新たに紙に出力した印刷物を用意するのか

を確認し、②の場合は別途印刷にかかる費用を発注者が負担してください。

ただし、受注者が電子データによる検査を希望する書類について、紙書類による検査が必要

であると発注者が判断する場合は、発注者が印刷物を準備します。なお、受注者が内部審査も

しくは照査に用いた印刷物を検査時に使用してもかまいません。その場合、納品データ（電子

成果品）との同一性に留意してください。

以上


